




〔改正前〕
※配偶者特別控除について
　居住者の所得制限あり

配偶者の年収（給与収入の場合）（万円） 配偶者の年収（給与収入の場合）（万円）

〔改正後〕
※配偶者控除及び配偶者特別控除について
　居住者の所得制限あり
　（図は居住者の合計所得金額が 900 万円以下の場合）

控
除
額
（
万
円
）

控
除
額
（
万
円
）

48

38

0

48

38

0103  　　　　　　141 103      　　　　　　150                201

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】

（注） 合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者は、配偶者控除及び配偶
　　 者特別控除の適用を受けることはできません。
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⑴
改
正
前
の
制
度
の
概
要

イ
　
控
除
対
象
配
偶
者
と
は
、
居
住
者
（
国

内
に
住
所
を
有
し
、
又
は
現
在
ま
で
引
き
続

い
て
１
年
以
上
居
所
を
有
す
る
個
人
を
い
い

ま
す
。
以
下
同
じ
で
す
。）
と
生
計
を
一
に
す
る

配
偶
者
（
青
色
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支

払
を
受
け
る
人
及
び
白
色
事
業
専
従
者
を
除
き

ま
す
。
以
下
同
じ
で
す
。）
で
、
合
計
所
得
金

額
が
38
万
円
以
下
で
あ
る
人
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
と
は
、
控
除
対

象
配
偶
者
の
う
ち
年
齢
70
歳
以
上
の
人
を
い
い

ま
す
。

ロ
　
居
住
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
を
有
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
か

ら
38
万
円
（
そ
の
控
除
対
象
配
偶
者
が
老
人
控

除
対
象
配
偶
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
48
万
円
）
が

配
偶
者
控
除
額
と
し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

ハ
　
居
住
者
（
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万

円
以
下
の
人
に
限
り
ま
す
。）
が
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
（
合
計
所
得
金
額
が
76
万
円
未
満

の
人
に
限
り
ま
す
。）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該

当
し
な
い
人
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
居
住

者
の
そ
の
年
分
の
所
得
か
ら
、
配
偶
者
の
所
得

に
応
じ
た
一
定
の
金
額
が
配
偶
者
特
別
控
除
と

し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

ニ
　
税
額
表
の
甲
欄
を
使
用
し
て
給
与
等
に

対
す
る
源
泉
徴
収
税
額
を
求
め
る
際
、
居
住

者
が
控
除
対
象
配
偶
者
を
有
す
る
場
合
に
は
、

扶
養
親
族
等
の
数
に
１
人
を
加
え
て
計
算
し

ま
す
。
　

　
ま
た
、そ
の
控
除
対
象
配
偶
者
が
障
害
者（
特

別
障
害
者
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
で
す
。）
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
等
の
数
に
１
人

を
加
え
て
計
算
し
ま
す
。

⑵
改
正
の
内
容

イ
　
配
偶
者
控
除
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
の
控

除
額
の
改
正

　
配
偶
者
控
除
の
額
が
【
改
正
後
の
配
偶
者
控

除
額
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
一
覧
表
】
の

と
お
り
改
正
さ
れ
、
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０

０
万
円
を
超
え
る
居
住
者
に
つ
い
て
は
、
配
偶

者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な
る
配

偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
超
１
２
３
万

円
以
下
と
さ
れ
、
そ
の
控
除
額
が
【
改
正
後
の

配
偶
者
控
除
額
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
一

覧
表
】
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

ロ
　
配
偶
者
に
係
る
扶
養
親
族
等
の
数
の
計
算

方
法
の
変
更

　
税
額
表
の
甲
欄
を
使
用
し
て
給
与
等
に
対
す

る
源
泉
徴
収
税
額
を
求
め
る
際
、
配
偶
者
が
源

泉
控
除
対
象
配
偶
者
（
注
１
）
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
扶
養
親
族
等
の
数
に
１
人
を
加
え

て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
一
生
計
配
偶
者
（
注
２
）
が
障
害

者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
等
の

数
に
１
人
を
加
え
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。

　
具
体
的
な
扶
養
親
族
等
の
数
の
計
算
方
法
は
、

【
配
偶
者
に
係
る
扶
養
親
族
等
の
数
の
数
え
方
】

の
と
お
り
で
す
。

（
注
）
１
　
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
と
は
、
居

税金トピックス

源
泉
所
得
税

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
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Ｉ 

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
等 

　
　

　
　
　
　
　（「
軽
減
税
率
制
度
」
の
概
要
）

１
　
軽
減
税
率
の
対
象
品
目

　「
軽
減
税
率
制
度
」
は
、
平
成
31
年
10
月
１
日

以
降
に
行
う
次
の
①
及
び
②
の
品
目
の
譲
渡
を

対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
（
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
（
以
下
「
消
費
税
等
」
と
い
い
ま

す
。）を
合
わ
せ
た
税
率
が
、軽
減
税
率
８
％（
消

費
税
６
・
24
％
、
地
方
消
費
税
１
・
76
％
）
と

標
準
税
率
10
％
（
消
費
税
７
・
８
％
、
地
方
消

費
税
２
・
２
％
）
の
複
数
税
率
に
な
り
ま
す
。）。

① 

飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。）

② 

週
２
回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞

        

（
定
期
購
読
契
約
に
基
づ
く
も
の
）

　
な
お
、①
の
飲
食
料
品
の
譲
渡
に
は
、
い
わ

ゆ
る
「
外
食
」
や
「
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
」
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
飲
食

料
品
に
つ
い
て
も
軽
減
対
象
課
税
貨
物
と
し
て

軽
減
税
率
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
改
正
法
附
則

34
①
一
、
二
）。

　（
注
）
消
費
税
等
の
税
率
の
10
％
へ
の
引
上
げ

時
期
が
、
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
31
年

10
月
１
日
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
軽
減

税
率
制
度
の
実
施
時
期
は
、
平
成
31
年
10
月
１

日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

消
費
税
の

  

軽
減
税
率
制
度

【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】

（注） 給与等に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は、
　 　上図により求めた配偶者に係る扶養親族等の数に、控除対象扶養
　　 親族に係る扶養親族等の数等を加えた数となります。

【参考　配偶者の範囲】

〔配偶者の所得〕

85

38

0
900　            950　          1,000

（万円）

〔居住者の所得〕
（万円）

源泉控除対象配偶者

（老人）控除対象配偶者

同一生計配偶者

住
者
（
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
人
に
限
り
ま
す
。）
と
生
計
を
一
に
す
る

配
偶
者
で
、
合
計
所
得
金
額
85
万
円
以
下
で
あ

る
人
を
い
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
【
改
正
後
の

配
偶
者
控
除
額
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
一

覧
表
】
に
お
い
て
配
偶
者
控
除
額
又
は
配
偶
者

特
別
控
除
額
が
38
万
円
（
老
人
控
除
対
象
配
偶

者
の
場
合
は
48
万
円
）
と
な
る
配
偶
者
が
こ
れ

に
該
当
し
ま
す
。

２
　
同
一
生
計
配
偶
者
と
は
、
居
住
者
と
生
計

を
一
に
す
る
配
偶
者
で
、
合
計
所
得
金
額
が
38

万
円
以
下
で
あ
る
人
を

い
い
ま
す
。

３
　
控
除
対
象
配
偶
者

と
は
、
同
一
生
計
配
偶

者
の
う
ち
、
合
計
所
得

金
額
が
、
１
０
０
０
万

円
以
下
で
あ
る
居
住
者

の
配
偶
者
を
い
い
ま
す
。

４
　
右
記
１
〜
３
を
図

示
す
る
と
【
参
考  

配

偶
者
の
範
囲
】
の
と
お

り
で
す
。

ハ
　
給
与
所
得
者
の
扶

養
控
除
等
申
告
書
等
の

様
式
変
更
等

　「
給
与
所
得
者
の
配
偶

者
特
別
控
除
申
告
書
」

が
「
給
与
所
得
者
の
配

偶
者
控
除
等
申
告
書
」

に
改
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
配
偶
者
控
除
又
は

配
偶
者
特
別
控
除
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
居
住
者
は
、
そ
の
年
の

年
末
調
整
の
時
ま
で
に
給
与
等
の
支
払
者
に
当

該
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
こ
と
と

さ
れ
、
当
該
申
告
書
に
つ
い
て
記
載
事
項
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
右
記
イ
及
び
ロ
の
改
正
に
伴
い
、
以

下
の
申
告
書
に
つ
い
て
も
記
載
事
項
の
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

① 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書

② 

公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

③ 

従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の
扶
養
控
除
等
申
告
書

（
注
）
税
務
署
で
配
布
し
て
い
た
「
給
与
所

得
者
の
保
険
料
控
除
申
告
書
兼
配
偶
者
特
別
控

除
申
告
書
」（
兼
用
様
式
）
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
分
以
後
、「
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書
」
と
「
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
控
除
申
告

書
」
の
２
種
類
の
様
式
と
な
る
予
定
で
す
。

⑶
適
用
時
期

　
右
記
⑵
の
改
正
は
、
平
成
30
年
分
以
後
の
所

得
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。
本
年
（
平
成

29
年
）
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お

り
で
す
。

平
成
31
年
10
月
１
日
に

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
、

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

平
成
31
年
10
月
１
日
に

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
、

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
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２
　
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式

（
平
成
31
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
35
年
９
月
30
日

ま
で
の
帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
記
載
と
保
存
）

　
軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
消
費
税
等

の
税
率
が
、
軽
減
税
率
８
％
と
標
準
税
率
10
％

の
複
数
税
率
に
な
り
ま
す
の
で
、
消
費
税
等
の

申
告
等
を
行
う
た
め
に
は
、
事
業
者
の
方
に
取

引
等
を
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
記
帳

す
る
な
ど
の
経
理
（
以
下
「
区
分
経
理
」
と
い

い
ま
す
。）を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
消
費
税
の
仕
入
税
額
控

除
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
帳
簿
及
び
請
求
書

等
の
保
存
が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

後
は
、
こ
う
し
た
区
分
経
理
に
対
応
し
た
帳
簿

及
び
請
求
書
等
の
保
存
が
要
件
と
な
り
ま
す

（
改
正
法
附
則
34
②
）。

　（
注
）
消
費
税
等
の
税
率
の
10
％
へ
の
引
上
げ

時
期
の
変
更
に
伴
い
、
仕
入
税
額
控
除
の
方
式

と
し
て
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
が
適
用

さ
れ
る
期
間
は
、「
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
」
か
ら
「
平
成

31
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
35
年
９
月
30
日
ま
で

の
間
」
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
税
額
計
算
の
特
例

　
区
分
経
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
小
事

業
者
（
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が

５
０
０
０
万
円
以
下
の
事
業
者
を
い
い
ま
す
。

以
下
同
じ
。）
の
方
に
は
、
売
上
税
額
や
仕
入

税
額
の
計
算
の
特
例
に
係
る
経
過
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
（
改
正
法
附
則
38
①
②
④
、
39

①
、
40
①
）。

　（
注
）
平
成
28
年
11
月
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

中
小
事
業
者
以
外
の
事
業
者
の
方
に
は
、
税
額

計
算
の
特
例
は
措
置
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

４
　
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

（
平
成
35
年
10
月
１
日
以
降
の
請
求
書
等
及
び

帳
簿
の
記
載
と
保
存
）

　
複
数
税
率
に
対
応
し
た
仕
入
税
額
控
除
の
方

式
と
し
て
、
平
成
35
年
10
月
１
日
か
ら
「
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
」（
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
」）が
導
入
さ
れ
ま
す（
新
消
法
30
①
、

57
の
２
、
57
の
４
）。
適
格
請
求
書
を
交
付
し

よ
う
と
す
る
課
税
事
業
者
は
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
（
新
消
法
57
の
２
①
）。

　
ま
た
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申

請
書
は
、
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
導
入
前
の

平
成
33
年
10
月
１
日
か
ら
提
出
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
（
改
正
法
附
則
44
①
、
１
八
）。

※

免
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
課
税
事
業
者

と
な
る
こ
と
で
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
な
お
、
免
税
事
業
者
が
平
成
35
年
10
月
１
日

を
含
む
課
税
期
間
中
に
登
録
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
課

税
事
業
者
と
な
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
（
改
正
法
附
則
44
④
）。

　（
注
）
平
成
28
年
11
月
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導
入
時
期
は
、「
平

成
33
年
４
月
１
日
」
か
ら
「
平
成
35
年
10
月
１

日
」
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

II
　
軽
減
税
率
の
対
象
と
な
る
課
税
資
産
の
　

　
　
　
　
　
譲
渡
等
（「
飲
食
料
品
」
の
意
義
）

　「
飲
食
料
品
」
と
は
、
食
品
表
示
法
に
規
定

す
る
食
品
（
酒
税
法
に
規
定
す
る
酒
類
を
除
き

ま
す
。）
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
食
品
」
と
は
、

人
の
飲
用
又
は
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
い

ま
す
の
で
、
例
え
ば
、
工
業
用
と
し
て
販
売
さ

れ
る
塩
な
ど
、
人
の
飲
用
又
は
食
用
以
外
の
用

途
で
販
売
さ
れ
る
も
の
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
食
品
表
示
法
に
規
定
す
る
「
食
品
」

と
は
、
全
て
の
飲
食
物
を
い
い
、「
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
」
に
規

定
す
る
「
医
薬
品
」、「
医

薬
部
外
品
」
及
び
「
再
生

医
療
等
製
品
」
を
除
き
、

食
品
衛
生
法
に
規
定
す
る

「
添
加
物
」
を
含
む
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
食
品
と
食
品
以

外
の
資
産
が
一
体
と
し
て

販
売
さ
れ
る
も
の
（
あ
ら

か
じ
め
一
の
資
産
を
形
成

し
、
又
は
構
成
し
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
一

の
資
産
に
係
る
価
格
の
み

が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
。

以
下
「
一
体
資
産
」
と
い

い
ま
す
。）
の
う
ち
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
も
の
も

「
飲
食
料
品
」
に
含
ま
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
課

税
資
産
の
譲
渡
等
は
飲
食
料
品
の
譲
渡
に
含
ま

れ
ま
せ
ん
（
改
正
法
附
則
34
①
一
、
改
正
令
附

則
３
）。

① 

い
わ
ゆ
る
「
外
食
」（
食
品
衛
生
法
施
行
令

に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
及
び
喫
茶
店
営
業

並
び
に
そ
の
他
の
飲
食
料
品
を
そ
の
場
で
飲

食
さ
せ
る
事
業
を
営
む
者
が
行
う
食
事
の
提

供
）（
以
下
単
に
「
い
わ
ゆ
る
『
外
食
』」
と

い
い
ま
す
。）

② 

い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
」（
相
手
方
の

指
定
し
た
場
所
に
お
い
て
行
う
加
熱
、
調
理
又

は
給
仕
等
の
役
務
を
伴
う
飲
食
料
品
の
提
供
）

税金トピックス

《参考》軽減税率の対象となる飲食料品の範囲（イメージ）

食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっ
ている資産に係る価格のみが提示されているもののうち、税抜価額が１万円以
下であって、食品に係る部分の価額の占める割合が２／３以上のものに限り、
全体が軽減税率の対象
































